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平成 29 年５月 22 日 

各 位 

 会 社 名  英 和 株 式 会 社 

 代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長 阿部 健治 

 （ コ ー ド 番 号  9 8 5 7  東 証 第 二 部 ） 

 本社所在地  大阪市西区北堀江４丁目１番７号 

 
問 合 せ 先 

 取締役常務執行役員 
佃  雅 夫 

 管理本部長 

 （電話 06－6539－4801） 
 

定款一部変更及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「補欠監査役１名選任

の件」を平成 29年６月 28 日開催予定の第 70 回定時株主総会に付議することを決議いたし

ましたので、下記の通りお知らせします。 

 

記 

１．定款一部変更の件 

（１）変更の理由 

  ① 当社事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、定款第２条に事業の目的

を追加するものであります。 

  ② 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、定款第 21 条に補欠監

査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、

第 22 条に補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする規定を追加する

ものであります。 

（２）定款変更の内容 

  変更内容は次のとおりであります。 

(下線は変更部分を示します。) 

現 行 定 款 変  更  案 

（目的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目

的とする。 

  １．～19．（条文省略） 

（新設） 

  20．（条文省略） 

 

（取締役、監査役の選任及び解任） 

第21条 （条文省略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

（目的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目

的とする。 

  １．～19．（現行どおり） 

  20．電力売買の仲介 

  21．（現行どおり） 

 

（取締役、監査役の選任及び解任） 

第21条 （現行どおり） 

  ⑤ 当会社は、法令に定める監査役の員数

を欠くことになる場合に備え、株主総会

において補欠監査役を選任することが

できる。 

⑥ 前項の補欠監査役の選任に係る決

iwata
11mm財務会計基準機構
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現 行 定 款 変  更  案 

 

 

 

 

 

（取締役及び監査役の任期） 

第22条 （条文省略） 

  ③ 任期満了前に退任した監査役の補

欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時

までとする。 

 

議が効力を有する期間は、当該決議後

４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会開

始の時までとする。 

 

（取締役及び監査役の任期） 

第22条 （現行どおり） 

  ③ 任期満了前に退任した監査役の補

欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時

までとする。ただし、前条第５項によ

り選任された補欠監査役が監査役に

就任した場合は、当該補欠監査役とし

ての選任後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時を超えることが

できないものとする。 
 
（３）日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 29 年６月 28日（水） 

定款変更の効力発生日       平成 29 年６月 28日（水） 

 

２．補欠監査役１名選任の件 

（１）選任の理由 

   法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第３項の

規定に基づき、予め補欠監査役１名を選任するものであります。なお、本議案は、「１．

定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としております。また、本議案の提

出に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

（２）補欠監査役候補者 

氏名 略歴 

萩原
はぎわら

 典生
の り お

 

（昭和36年1月18日生） 

昭和58年４月 

平成21年10月 

当社入社 

監査部長就任（現任） 

(注) １．補欠監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。 

   ２．萩原典生氏は、常勤監査役の補欠として選任するものであります。 

   ３．萩原典生氏が常勤監査役に就任した場合には、同氏と当社との間で会社法第 423

条第１項及び当社定款に基づく賠償責任を限定する契約（金 100 万円と法令に定め

る最低限度額とのいずれか高い額を賠償責任限度額とする）を締結する予定であり

ます。 

以上 


